
 

 

東京大学奨学金返還免除候補者選考規程 

（平成１６年１２月７日東大規則第２５８号） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）に対して各年

度に推薦する奨学金返還免除候補者（以下「候補者」という。）の選考に関し、基本的な必

要事項を定めることを目的とする。 

 

（候補者の要件） 

第２条 候補者の要件は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 機構の第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生で、当該年度中に貸与期間

が終了することになる者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者（以下「業績優秀

者」という。） 

(2) 貸与期間終了までの間に業績優秀者となることが見込まれる者（以下「業績優秀見込

者」という。）のうち、修士課程又は専門職学位課程の入学予定者等で、機構の第一種奨

学金の貸与を受ける予定の者であって、かつ、次のイからハまでの全ての要件を満たす

者 

イ 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第３条に規定する

支援を受ける者又は住民税非課税世帯であるࡊ蔀



 

 

（委員会の設置） 

第５条  本学に候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令（平

成１６年３月３１日文部科学省令第２３号）の規定に基づき、東京大学奨学金返還免除候

補者選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営については、別に規則で定める。 

 

（候補者の決定） 

第６条 総長は、委員会の議を経て、候補者を決定する。 

 

（庶務） 

第７条 選考に関する庶務は、本部奨学厚生課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年１２月７日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月７日から施行し、この規則による改正後の東京大学奨学金

返還免除候補者選考規程及び東京大学奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は、平成

１７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年９月２４日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年１月２６日から施行する。 


